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⑤多くの住民が、福祉に関する情報不足を感じています 

自助・互助・共助・公助による地域福祉を進めていく上で、適切な情報発信・情報提供

が不可欠です。ところが、多くの住民が、地域交流をするための情報、地域活動に参加す

るための情報、地域福祉の担い手として支援する際の情報、相談や福祉サービスを受ける

ための情報など、様々な情報不足を感じています。現代は情報が氾濫しており、福祉や地

域福祉活動に関する情報が少ないとは思えないことから、必要な情報が必要な人に適切に

伝わっていないということです。 

年齢によって活用する媒体が異なることなども踏まえ、情報発信が本当に住民目線でな

されているかを検証し、より多くの住民に届く情報発信のしくみを考える必要があります。 

 
■市民アンケート調査結果から 
・福祉に関する情報について、７割弱の住民が入手できていないと回答しています。 

・福祉情報の入手先は、年齢にかかわらず「市の広報紙」が第１位を占めているものの、２

位以下は年齢によって若干異なっています。 

【福祉に関する情報の入手程度】 

 
 
 
 
 
 

【年齢別 福祉情報の入手先】（上位５位） 

 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 

全  体 
市の広報紙 

73.3% 

新聞・雑誌 

29.4% 

テレビ・ラジオ 

25.8% 

社協だより 

19.1% 

自治会の回覧板 

17.2% 

18～29歳 
市の広報紙 

50.7% 

テレビ・ラジオ 

40.4% 

インターネット 

34.9% 

新聞・雑誌 

27.4% 

近所・知り合い 

11.6% 

30～39歳 
市の広報紙 

75.5% 

インターネット 

27.0% 

新聞・雑誌 

19.6% 

テレビ・ラジオ 

18.1% 

社協だより 

14.2% 

40～49歳 
市の広報紙 

75.5% 

新聞・雑誌 

28.5% 

テレビ・ラジオ 

25.0% 

社協だより 

17.0% 

インターネット 

15.0% 

50～59歳 
市の広報紙 

73.4% 

新聞・雑誌 

29.7% 

テレビ・ラジオ 

23.6% 

インターネット 

21.4% 

社協だより 

19.7% 

60～69歳 
市の広報紙 

77.4% 

新聞・雑誌 

38.7% 

自治会の回覧板 

27.7% 

社協だより 

25.2% 

テレビ・ラジオ 

24.8% 

70歳以上 
市の広報紙 

82.2% 

社協だより、新聞・雑誌、テレビ・ラジオ 

28.7% 

自治会の回覧板 

26.1% 

 

■市民アンケート調査（自由意見）及びふくし井戸端会議（住民座談会）結果から 

・ボランティアをしたいが、どこに相談したらよいかわからない。 

・地域の人と交流するための地域行事やイベントなどの機会や場の情報がない。 

・支援が必要な人の情報が開示されない。 

・障がい者（児）に対して、どのように支援したらよいかわからない。  

2.3 

12.3 37.6 29.9 15.9 

0.5 

1.5 
今回調査
(n=1,211)

かなり入手

できている

入手できている

あまり入手

できていない
ほとんど入手

できていない わからない

その他

無回答

(%)
0 20 40 60 80 100
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⑥地域で困っている人を見つけ、問題を深刻化させないしくみが必要です 

現代社会では、多くの人が何かの困りごとや心配ごとを抱えています。ところが、相談

先は家族・親戚、知人・友人などが圧倒的に多く、地域で活躍する福祉の専門員や専門機

関に相談する人は少ない状況です。また、困っていても相談しない人もみられます。 

一方、困りごとを抱える人から助けの求めがあった場合に、「できるだけ避けたい」や「か

かわりたくない」という人も少なくありません。 

地域住民が何か問題に直面した時に気軽に相談できる環境をつくるとともに、課題を早

めに見つけ、深刻化させないしくみをつくる必要があります。そのためには、まず、住民

一人ひとりが、困りごとをキャッチする感度を高め、深刻にならないうちに専門機関等に

つなぐしくみをつくる必要があります。 

 

■市民アンケート調査結果から 
・困った時に相談したいと思わない人が１割います。

相談したいと思わない理由は、「なんとなく相談し

づらいから」「信頼できる人がいないから」を挙げ

る人がいます。 

・暮らしの中で困りごとを抱える人から助けの求め

があった場合に「できるだけ避けたい」や「かか

わりたくない」と考える人が合わせると３割を超

えています。ただし、助けの求めに応じたくない

理由では「対応の方法がわからず不安だから」が

最も多く、対応方法についての知識を習得すれば、

地域の困りごとに対応できる人は増加すると考え

られます。 

 

【相談したいと思わない理由】      【助けの求めがあった場合の対応】 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

■ふくし井戸端会議（住民座談会）結果から 

・困った時にどこに相談すればよいかわからない。 

・相談支援のネットワークができていない。たらい回しにされる。 

 

6.8 

58.5 

25.2 

6.1 

2.3 

1.2 

0 20 40 60 80 100

積極的に対応したい

できるだけ対応したい

対応してもよいが、

できるだけ避けたい

かかわりたくない

その他

無回答

(%)
(n=1,211)

思 う

89.2%

思わない

10.1%

無回答

0.7%

(n=1,211)

51.6 

13.1 

5.7 

17.2 

6.6 

4.9 

0.8 

0 20 40 60

他人に頼らずに、自分で解決

したいから

信頼できる人がいないから

顔見知りの人に頼むのは

気まずいから

なんとなく相談しづらいから

他人との関わりを持ちたく

ないから

その他

無回答

(%)
(n=122)

【困った時に相談したいと思うか】 
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１．基本理念 
 

丸亀市自治基本条例では、「お互いに個人として尊重されるとともに、自らの意思と責任

に基づいて主体的に行動すること」を基本理念とし、みんなが協働して、安全で安心して

暮らせる社会の実現に向けて取り組むこととしています。 

地域には、高齢者や障がいのある人など支援を必要とする人、生活上の課題を抱えてい

る人など様々な人が生活し、また住民一人ひとりの価値観や福祉ニーズもそれぞれの立場

や環境によって大きく異なります。 

しかし、子どもから高齢者まで、障がいのあるなしや貧富等にかかわらず、誰もが、「住

み慣れた地域や家庭で、安心して、幸せに暮らしたい」と願う気持ちは共通しています。 

このことから、本計画は、地域に住む様々な人々や自治組織、関係団体、事業者など、

みんなが地域を基盤に課題を共有し、先人から引き継いだ思いやりのある福祉のまちを協

創していくため、「みんながつながり、みんなで支え合い、誰もが安全に安心して暮らせる

まち 丸亀」を基本理念とします。 

 

 

  

第３章 計画の基本的な考え方 

【基本理念】 

みんながつながり、みんなで支え合い、 

誰もが安全に安心して暮らせるまち 丸亀 
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２．基本目標 
 

基本理念である「みんながつながり、みんなで支え合い、誰もが安全に安心して暮らせ

るまち 丸亀」を実現するため、次の三つの基本目標を定めます。 

 

基本目標１ みんなで支え合う「しくみづくり」 

地域で自分らしく安心して暮らしていく上で、様々な支援が必要となる場合があり

ます。また、生活のしづらさを一人で抱え込んで深刻化している場合もあります。 

みんなが、ご近所さんのちょっとした変化・異変に気づけるよう、地域のつながり

を強めるとともに、一人ひとりが必要とする支援に、可能な限り身近な地域が適切に

応えるしくみが求められ、そのためには、特定の人や機関だけではなく、地域のすべ

ての人々が、それぞれの力を出し合って、相互に支え合うことが必要です。 

誰もが地域で安心して暮らせるよう、みんなで支え合う「しくみづくり」を進めま

す。 

 

基本目標２ 地域福祉を支える「ひとづくり」 

地域福祉の推進に当たっては、活動を持続的に推進し、また多様な地域活動を展開

していくための人材確保が不可欠です。 

地域福祉は、すべての住民が福祉の担い手であり、同時に受け手でもあるという、「お

互いさま」の関係の上に成り立っています。この考えの浸透を図るとともに、子ども

から高齢者まで、それぞれが各自の立場や状況に応じて、地域活動に参加・参画する

ことが求められています。 

福祉教育や生涯学習、地域活動への参加促進をはじめとする取り組みにより、地域

活動を支える「ひとづくり」を進めます。 

 

基本目標３ 地域で安全に安心して暮らせる「まちづくり」 

近年は、子どもや女性、高齢者が被害者となる犯罪や、避けることが難しい大規模

な自然災害が多発し、ふだんの生活が脅かされています。 

年齢や性別、障がいの有無、経済状況などにかかわらず、誰もが、住み慣れた地域

で生涯を通して、安全・安心に暮らしたいという願いを持っています。 

丸亀市は、地域福祉のしくみづくりや取り組みを効果的に進めるため、みんなが地

域で安全に安心して暮らせる「まちづくり」を進めます。 

  



第３章 計画の基本的な考え方 

 

- 39 - 

連携・組み合わせ 

３．自助・互助・共助・公助の考え方 
 

生活課題が多様化・複雑化する中で、行政施策だけでは十分な対応ができません。本計

画は、住民一人ひとりの努力（自助）、住民同士の支え合い（互助）、社会保障などの相互

扶助（共助）、公的機関による支援（公助）の役割分担と相互の連携によって取り組んでい

きます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 近隣の住民同士や地域で活動する

組織・団体等による自主的な支え合

い・助け合いで、課題の解決を図り

ます。 

・隣近所、友人等による助け合い 

・自治会・コミュニティの活動 

・ボランティア活動 

・当事者団体の取り組み  など 

 地域福祉においては中心的な取り

組みになります。 

互助 

 行政や公的機関が提供するサービ

スや支援。自助や共助で解決でき

ない大きな生活課題に対応して、

地域福祉を推進するための社会全

体の基盤づくりを行います。 

・行政による施策 

・行政による福祉事業 

・生活保護       など 

 

公助 

 介護サービスや医療、年金などのよ

うに、保険料等を納付することによ

り、必要になった場合に対価として

サービスや年金の支給を受けます。 

 国民全体で支え合う、制度化された

相互扶助。 

共助 

 
 自分や家族で主体的に解決を図り

ます。 

 自分の努力のみで解決できない課

題等について、自らの判断で隣近所

や友人に相談したり、行政や専門機

関に支援を求めます。 

 介護保険などの保険が適用されな

い民間のサービスを、お金を払って

利用することも自助です。 

 

自助 
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４．地域福祉圏域の考え方 
 

地域福祉の取り組みは、住民生活に密着して進めていくことが重要ですが、わたしたち

の生活は、場面によっていろいろな圏域と関わりをもっています。 

以下の三つの圏域が、それぞれの特性を活かした取り組みを行いながら、お互いに補い

あって、様々なニーズに効果的に応えていきます。 

 
①自治会の圏域 

自治会は、暮らしの土台である“住まい”の環境をよりよいものにするために住民が

協力していく、地域福祉の原点となる組織です。 

このエリアでは、身近なつながりの中で、生活の様々な課題に気づきあい、みんなが

日常的に支え合って解決したり、協力して支援のしくみにつないだりするなど、顔が見

え、声がかけあえる関係を大切にした取り組みを進めます。 

 
②コミュニティの圏域 

コミュニティは、住民生活とのつながりが大きいエリアです。丸亀市では、概ね小学

校区を基本にコミュニティが組織されており、コミュニティセンターを拠点として活動

しています。 

コミュニティ組織は、自治会や老人クラブ、婦人会など、地域に所在する各種の団体・

協議会などが参加し、コミュニティセンターを中心に、地域の課題に応じた地域福祉活

動を展開しています。 

 

③市全域 

広域的・専門的な福祉課題については、市全域での対応が求められます。また、地域

の取り組みなどを通じて明らかになった、市の施策としての対応が必要な課題に対して

は、公的な位置づけで取り組んでいくための制度化や、制度に基づく事業化なども含め

て、全市的に検討し、展開していきます。 

なお、丸亀市だけでは対応が難しい課題については、周辺自治体や県などと連携して、

広域的に取り組みます。 
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【圏域の考え方】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市全域 

コミュニティ 

自治会 

広域的・専門的な課題解決、 

総合的な福祉施策の推進 

地域の課題に応じた地域福祉活動の

展開 

身近なつながりや日常的な支え合い 
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５．計画の体系 
 

本計画は、三つの基本目標の実現に向けて、10 の行動目標を定め、住民、地域（関係団

体、事業者を含む）、社会福祉協議会、行政がそれぞれの役割を担いながら取り組みを推進

していくこととします。 

 

 

【基本理念】    【基本目標】           【行動目標】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

み
ん
な
が
つ
な
が
り
、
み
ん
な
で
支
え
合
い
、
誰
も
が
安
全
に
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち 

丸
亀 

基本目標１ 

みんなで支え合う 

「しくみづくり」 

(１)ふだんから地域のつながり

を深めよう 

(３)課題の深刻化を防ぐ体制を

つくろう 

(２)困りごとをキャッチしやす

い体制をつくろう 

(４)地域での自立を支えるしく

みをつくろう 

(５)人権意識と福祉の心を育て

よう 

(６)地域福祉活動の担い手を増

やそう 

(７)担い手が活動しやすい環境

をつくろう 

(８)誰もが地域に出やすい環境

をつくろう 

(９)地域における防犯・事故防

止活動を広げよう 

( )災害に強い地域をつくろ

う 

基本目標２ 

地域福祉を支える 

「ひとづくり」 

基本目標３ 

地域で安全に 

安心して暮らせる 

「まちづくり」 

P.43 

P.46 

P.49 

P.52 

P.58 

P.61 

P.65 

P.69 

P.73 

P.77 

P.58 

P.69 

P.43 



第４章 取り組みの推進 

 

- 43 - 

 
 
 
 
 
 
 

基本目標１．みんなで支え合う「しくみづくり」 
 
 
 
 
 
 
 

ふくし井戸端会議（住民座談会）やアンケート調査結果での意見によると、近所づきあ

いの希薄化、自治会加入率の低下、他人に関心がない人の増加など、地域における人と人

とのつながりが弱くなってきています。ひとり暮らし高齢者をはじめ、障がいのある人、

若い世代、生活困窮者などの中には、近年、地域との関係が薄い、または関係が全く築け

ていない人も増加しています。 

住民の抱える課題の早期発見・対応、地域での見守り、災害時の避難行動要支援者への

支援などの地域福祉を進めていくためには、その基盤として、日頃からのつきあいの中で

信頼関係を築き、気軽に相談できることが重要です。隣近所、自治会、コミュニティなど

地域社会の中で、共に生きる意識を高めるとともに、多様な交流を進め、顔の見える関係

づくりを進める必要があります。 

 
 
 
 
 
 いざという時に支え合えるよう、日頃から地域のつながりを強める意識をみんなで共有

するとともに、地域への関心を高めます。 
 自治会の加入率向上に努め、コミュニティの強化を図ります。 
 地域ごとに、高齢者、障がい者、子どもなども含めた交流活動を充実し、地域住民の連

帯感を育み、顔の見える関係を築きます。 
  

第４章 取り組みの推進 

行動目標 （１）ふだんから地域のつながりを深めよう 

現状と課題 

みんなで行う取り組みの方向 
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主体 役割 

住 民 

 自治会に入ろう。 

 ふだんから、隣近所とのあいさつを心がけ、交流を持とう。 

 地域の行事に参加し、自分の住む地域に関心を持とう。 

 困りごとを相談できるご近所さんをつくろう。 

コミュニティ 

(自治会、民生委

員・児童委員、福

祉協力員等) 

 自治会未加入世帯に加入を呼びかけよう。 

 高齢者の役割軽減など自治会脱会者を減らす工夫を考えよう。 

 あいさつや声かけ活動などを積極的に行い、地域で顔の見える関係

をつくろう。 

 地域で話し合う場を持とう。 

 地域のイベント時には、周辺住民（特に転入者、自治会未加入者）

に参加を呼びかけよう。 

ボランティア、 

市民活動団体、 

ＮＰＯ、福祉団体等 

 地域のイベントに参加し、地域住民とのつながりを強めよう。 

 地域住民が気軽に集い、みんなで話し合える場をつくろう。 

 団体の活動を広く発信するためのイベント等を実施しよう。 

社会福祉施設等 

 地域のイベントに参加し、地域住民とのつながりを強めよう。 

 施設や事業所の利用者に、地域交流の場への参加を勧めよう。 

 施設や事業所の活動を広く発信するためイベント等を実施しよう。 

社会福祉協議会 

①交流の機会・場づくり 

 高齢者や障がいのある人の閉じこもりや若者のひきこもりを予防す

るため、地域におけるふれあい・いきいきサロン活動や生きがい活

動、交流活動等の実施を支援します。 

 社協だより「かけはし」や社会福祉協議会ホームページなどで、地

域交流や多世代ふれあい活動等についての情報提供を行います。 

 安心して子育てができる環境づくりのため、子育て世代が交流でき

る場づくりを行います。 

②住民同士のつながりの促進 

 地区担当制の強化を図り、住民同士の顔の見える関係づくりや地域

活動の推進に向けたコーディネーターとしての役割を果たします。 

 ふくし井戸端会議（住民座談会）を開催し、地域の福祉課題を共有・

検討する場づくりを行います。 

市（行政） 

①自治会への支援 

 自治会活動を支援することで、地域のつながりの強化を図ります。 

②交流やふれあいの場・機会づくり 

 幼稚園・保育所・認定こども園や学校と地域の交流を推進します。 

 地域において多世代が気軽に交流できる場づくりを応援します。 

それぞれの役割 


